
本検討会の議論の進め方について

○ 構成員からのヒアリング（第２回、第３回を予定）

○ 「労働安全衛生法における一般定期健康診断の検査項目等に関する社会状況等の変化にあった
科学的根拠に基づく検討のための研究」報告（第３回を予定）

○ 以降、個別の項目について議論を進める（必要に応じて、参考人聴取を実施）

（１）最新の医学的エビデンスに基づく現行の一般健康診断の検査項目等の妥当性について

（２）労働者の健康課題の変化を踏まえた一般健康診断の検査項目等について

（３）その他関連する事項について

検討事項

今後の予定
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